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要旨 

令和 7 年度は、令和 6 年度に作成した「精神保健福祉相談員」講習会の演習資料の作成を行

った。令和 6 年度に作成した講習会の講義部分の動画は公開したが、演習での事例検討をど

のように運営するかが課題となっていた。このため、事例及び演習のファシリテートの行い方

の例を示した資料を作成した。それとともに、全国精神保健福祉相談員会の協力を得て、奈良

県、長崎県、石川県、滋賀県などで精神保健福祉センターと協働しながら、演習の試行を行っ

た。作成した資料は国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所地域精神保健・法制度研

究部のホームページに掲載した。今後はこれまで作成・公開した資料を用いることで、講習会

の開催が促進され、精神保健福祉相談員の養成、自治体による任用が増加して、自治体による

精神保健の相談支援体制の底上げが強化されることが期待される。また、市町村における精神

保健相談支援の体制について、好事例と考えられる 3 市町村に対してヒアリングを行い、好

事例を好事例として成立させる構造について分析を行った。この分析により、どのような自治

体の精神保健相談支援体制が好事例と言えるのか、好事例の要素をほかの自治体でどのよう

に適用していくことができるのかを検討できることが期待される。

A.研究の背景と目的

令和 4 年 12 月に改正精神保健福祉法が成

立し、第 46 条に「精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム」（以下、「にも包括」）の構

築が法的に明記された。また同条および第 47

条第 5 項の規定により、精神障害者のほか、

「精神保健に課題を抱える人」にも市町村及

び都道府県による相談支援を行うことが求め
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られることになった。 

 この改正法やその後に発出された市町村・

保健所の業務運営要領、および精神保健福祉

センターの運営要領において、市町村におけ

る精神保健相談の充実とそれを支援する都道

府県の支援体制の強化が明記された。 

 また、精神保健福祉法第48条の相談福祉相

談員に対する講習会は、従来の204時間以上か

ら、22時間以上へと見直された。これを受け

て本研究班では、令和6年度に、市町村が精神

保健に関する相談支援を積極的に担うための

具体的かつ実効的な方策として、講義部分の

14時間のe-learning動画を作成し、公開した。

これにより、全国で行われる講習会の講義内

容を標準化するとともに、各自治体が講義日

程を確保し、講師を選定するための負担軽減

も図った。また、講義資料やシラバスを公開

し、各自治体が独自に講義を工夫することも

可能とした。 

 しかし、ここで二つの課題が持ち上がり、

令和7年度での対応が必要となった。 

 一つは講習会の演習部分の運営についてで

ある。集合形式による事例検討等の演習部分

については、定まった資料や進め方など参考

資料がなかったため、各地でどのように演習

を進めたらよいかという戸惑いの声も聴かれ

た。このため、研究班にて演習資料を作成す

るとともに、実際に講習会の演習に参加して、

演習方法を試行することとした。 

 もう一つは市町村での相談支援体制構築を

どのように進めるかである。市町村での精神

保健相談支援体制の充実のためには、実際に

精神保健相談を行っている市町村を基にして、

どのような形で相談支援の充実を図っている

のか、どのような経緯で充実を行ったのか、

を理解することが大切になる。単に好事例を

提示されても、好事例を自分たちの地域に適

用することはできず、「あの市町村はすごい

けど、恵まれているからできた。自分たちと

は違うので無理だ」というように、称賛され

ても、結局は広がらないという事態に陥って

しまうことは少なくない。このように事例の

記述のみ提示されても、それを自分たちの市

町村に適用するプロセスがわからないという

課題がある。このため好事例を具体的にどの

ように理解し、どのように自分たちの地域に

適用できるかを理解する枠組みが必要である

と考えられた。そこで本年度は、試行的にい

くつかの市町村へのヒアリングを行い、それ

を基に好事例分析を行うこととした。 

 
B.方法 

①精神保健福祉相談員講習会の演習資料作

成 

研究協力者の岡田隆志が中心となり、全国

精神保健福祉相談員会の協力を得て、演習の

うち、5 時間にあたる「精神保健福祉の相談支

援事例」に該当する部分の資料の作成を行っ

た。岡田らが全国精神保健福祉相談員会によ

る業務研修会で作成した資料を基にして、資

料を 2 種類作成した。これらの資料は、特に

集合形式の演習を行うファシリテーターによ

る活用を目的として作成した。一つは演習で

事例検討を行うための事例と、個人ワークと

クループワークの考察ポイントや演習の流れ

を示した。もう一つは、ファシリテーターが

事例検討を進すすめる方法やその際の留意点

などの資料を作成した。 

さらに、これらの資料作成とその実装可能

性の検討のため、いくつかの県において、精

神保健福祉センターに協力しながら、全国精

神保健福祉相談員と研究分担班の共同で演習

を行なった。 

 
②市町村の相談支援体制の好事例調査 

 研究協力者の岡田隆志が中心となり、研究

協力者の小池純子、迫優子、高桑友美、平井昭

代、松岡信一郎による調査ワーキンググルー

プ（好事例 WG）を作成し、調査を行なった。 

好事例を調査するためには、そもそもどの

ような事例が好事例なのか、という基準が必

要になる。しかし、好事例について誰もが合
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意できる具体的な基準は現在のところ存在し

ない。このため、この調査では、暫定的に好事

例と考えられる市町村を選出し、それがどう

して好事例と考えられるのか、その要素を抽

出した。そしてその要素を暫定的な好事例の

基準とすることで、事例を積み重ねながら、

好事例の基準を検証し、改良していく、とい

う循環的探索研究方法を採用した。 

 また好事例の分析にあたっては、平成 29 年

度から 30 年度にかけて本研究分担班で行な

った好事例分析の方法 1,2）を基にしつつ、適宜

修正を行ないながら分析した。 

 好事例分析の対象としては、厚生労働省の

検討会、市町村職員を対象とするセミナー、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

構築支援事業取り組み事例集、以前の本研究

分担班などで取り上げられた事例を参考にし

て選出した。 

各市町村へのヒアリング調査は、オンライ

ンまたは現地にて、担当者を対象とした半構

造化インタビューにより実施した。ヒアリン

グに用いた質問項目のリストは以下である。 

1. 精神保健に関する相談支援体制の流れ

を教えてください。  

2. 精神保健相談体制に関わっている部署

と事業（名）を教えてください。 

3. 精神保健相談体制の運用が円滑に行く

仕掛け（仕組み）を教えてください。

（市町村の歴史的背景・課題解決の契

機・梃子・民間への委託状況など）。  

4. 精神保健相談体制において、うまくい

っていることを教えてください。  

5. 精神保健相談体制による他部署等への

波及効果を教えてください。  

6. 精神保健相談の活動における課題を教

えてください。  

7. 精神保健相談体制を構築するにあたっ

てのニーズを教えてください。  

8. その他、自由意見がありましたら、教

えてください。 

 

C.結果／進捗 

①精神保健福祉相談員講習会の演習資料作

成 

 事例検討の資料（資料 1）は「精神科医療の

受療支援に関する事例」を意識して作成した。

治療につながっておらず、近隣へのいわゆる

迷惑行為のため、民生委員から支援要請が入

った事例の想定である。自治体の専門職にと

っては身近でありながら、対応に苦慮するタ

イプの事例である。 

 このような事例では、住民からの「精神科

病院に早く入院させてほしい」という強い要

請等もあり、支援者が入院ありきで考えてし

まいがちである。それに対しては、どうして

そのように考えたのかを一緒に振り返る機会

を持つことを大切にした。演習では、支援経

過を順次提示して、その都度受講者で話し合

う形で演習を進めることとした。 

事例の経過としては、支援者が本人との関

係づくりを重視して関わる中で、本人の生活

の状況を把握でき、また本人宅に訪問して本

人の大変さに寄り添いながら支援を継続した。

それによって、本人の態度も和らぎ、さらに

アセスメントを深めることができた。このよ

うな経過の事例を、多数例の事例を総合して

創作した。 

 最後にまとめとして、精神科入院ありきで

考えがちになりうる点に注意が必要であるこ

と、精神疾患のみに視点を限定せず、その人

の価値観や希望を重視して、関係づくりを行

うこと、地域で暮らし続けるために医療を上

手に活用することなどのポイントを挙げた。 

 演習事例の進め方の資料（資料 2）は、受講

者が自分のアセスメントや考え方の傾向に気

づきを深めること、精神保健福祉相談員に求

められる役割や考え方を、事例を通してより

深く学びが得られるようにすることを目的と

した。この目的に沿ったファシリテートを行

うための、事例検討の進め方を示した。具体

的なスケジュールの割り振り、アイスブレー

クの行い方、グランドルールの確認、事例を
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創作する場合の方法、事例のアセスメントの

一例として「事例性」「疾病性」「即応性」「緊

急性」の四軸のアセスメント、演習に必要な

物品、アセスメントシート様式、ファシリテ

ーターの心得などかなり詳細の手引きを示し

た。これらを具体的に示すことにより、ファ

シリテーターがそれぞれの地域で集合形式の

演習を効果的に行うことを支援した。 

資料は国立精神・神経医療研究センター精

神保健研究所地域精神保健・法制度研究部の

ホームページにアップロードした。「精神保

健福祉相談員講習会 演習資料」3)にアクセス

にして閲覧できる。 

 なお、これらの資料については、奈良県、滋

賀県、石川県、長崎県にて、研究分担班および

全国精神保健福祉相談員会が各県の精神保健

福祉センターに協力して、実際に試行した。

またそれらの試行により、資料も修正を施し、

現在の資料に至った。 

 
②市町村の相談支援体制の好事例調査 

好事例としては、A 町、B 市、C 市の 3 市

町を取り上げた。B 市、C 市については、上

記に挙げたように、厚労省の検討会等でも取

り上げられていたこと、A 町は、以前の研究

分担班で取り上げられていたことから取り上

げた。 

B 市、C 市はそれぞれ人口 11 万人強、5 万

人強で、保健所を設置していない中規模の基

礎自治体である。これに対して、A 町は人口 1

万人弱の小規模の基礎自治体である。 

これらの好事例調査のまとめを資料 3 で示

した。資料では、相談支援体制が形成・維持・

発展されている要因（「どのような要因によ

って維持・発展しているのか」というタイト

ル）が、上述の好事例分析の方法に即した分

析になる。これらの好事例のポイントを、1 構

造的要因、2 政策的要因、3 組織的要因、4 実

践的要因に分けて、それらの要因を明確化し、

またそれらが好事例として成立するための梃

子（レバレッジポイント）を抽出した。 

D.考察 

①精神保健福祉相談員講習会の演習資料作

成 

 精神保健福祉相談員の講習会については、

令和 6 年度に 14 時間分の講義のオンデマン

ド動画の公開を行なった。令和 7 年度に、演

習部分の「精神保健福祉の相談支援事例」の

事例検討会部分の 5 時間部分の資料を作成し

た。残りは当事者や家族からの体験や考えを

伺う、関係機関を見学する、受講を振り返る

などにより、精神保健福祉相談員の講習会は

全体をカバーできることになる。今後はこの

ような資料を用いる、あるいは先行的に講習

会を行なった都道府県からの情報を得るなど

により、各都道府県で講習会の開催が広がる

ことを期待したい。 

 
②市町村の相談支援体制の好事例調査 

好事例調査では、それぞれの市町により、

好事例のポイントは異なる部分もあるが、い

くつかの共通点も指摘できる。 

一つ目は、ニーズを抱えた住民を取りこぼ

さないように、ニーズに気づき、それを必要

な支援につなげる複線的な相談アクセス窓口

が準備されている点が挙げられる。精神保健

相談窓口を作ってそこに全てのメンタルヘル

スの相談を振り分けるのではなく、住民対応

を行う複数の部署でまずは相談を受け止めつ

つ、必要な支援につなげることができるよう

になっている。 

 二つ目は、こうした仕組みが円滑に機能す

るために、関係者がメンタルヘルスに関する

一定の知識を持ち、それが共有されているこ

とや、関係部署との日頃からの良好な関係が

維持されていることである。この仕組みによ

り、相談を受けた際に専門部署へ「受け渡す」

だけになってしまうことなく、住民の困りご

とに「一緒に対応する」相互補完の関係性が

構築される。また、複合的な生活課題を有す

るケースに対して、息の長い支援を可能とす

る支援チームとして機能させることも可能と
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なる。 

 三つ目は、相談に対応する職員に対して後

方支援を行う機能が用意されていることであ

る。組織として、担当者をバックアップして、

窓口対応者が自分たちだけで抱え込んで消耗

することがなく、必要なサポートやバックア

ップが得られるように、リーダー的専門職が

しっかりと機能しており、さらには外部の支

援が得られる仕組みになっていることである。

このような後方支援の仕組みは、継続的かつ

即応的な対応を可能にする基盤を築くうえで

も重要であると考えられる。 

 四つ目は、こうした仕組みを属人的なもの

に終わらせずに、全庁的に組織的に位置付け

るため、専門職と事務職が協力して、組織体

制を仕組み化していることである。専門職だ

けが相談支援を把握している場合、ともする

と単なるケース対応、すなわち個別課題への

対応にとどまり、住民ニーズの組織的把握に

まで展開しないことも起こり得る。調査対象

の自治体では、専門職の実践知と事務職の施

策的視点が重なり合うことで、個別と施策全

体を往還しながら検討が進められていた。そ

うすることで、地域全体の課題像や将来の施

策のあり方を構想していく視点も共有されて

いた。 

 さらに、五つ目としては、「にも包括」とし

て行われる様々な取組を、個別支援と体制整

備をつなぐ枠組みとして機能させるとともに、

庁内外・官民の関係者の協働を進める仕掛け

として活用していることである。「にも包括」

の協議の場や関連する取組について、「国から

求められている内容の何から着手するか」で

はなく、「これまで地域保健活動で取り組んで

きた経過を踏まえ、何を行えば体制がより良

くなるか」といった発想で運営されていた。

このような体制により、精神保健相談が、「精

神」の保健相談に限定されずに、地域保健活

動の一貫の中に位置付けられ、いわゆる精神

障害の診断を受けた人だけに限定されず、世

帯単位、身体状態や生活状況も含めた包括的

支援を行うことができていた。 

 また、このことによって、精神障害を抱え

た人たちも、また精神障害とは診断されてい

ないが、メンタルヘルスニーズを有する、い

わゆる「精神保健に課題を抱える人」が取り

こぼされない体制が作られることが可能にな

っていた。この点は、必要なニーズが排除さ

れない、という支援の質の問題だけではなく、

支援ニーズ量にマッチした支援提供量を用意

するという、支援の量の問題でも今後必要に

なってくる点である。 

 精神保健相談窓口を作る際の一つのリスク

として、二つの対照的な可能性がある。一つ

はメンタルヘルスニーズが適切に評価されな

いリスクである。例えば、経済的に困窮して

抑うつ的になっている人が、経済的な相談窓

口に相談しても、メンタルヘルスニーズに適

切に気づかれないまま、自力でさまざまな手

続きを行うように指示され、それができない

まま支援から脱落してしまう可能性がある。

現在はこのようなリスクが気付かれないまま

に適切な支援に結びついていない人が非常に

多いと推測され、優先的な課題となっている。 

もう一つは、メンタルヘルスニーズがある

人が他の窓口で受け止められることなく、「メ

ンタルヘルスの相談はあちらです」と精神保

健担当窓口に集中して集められることである。

このような場合、担当窓口の対応能力を超え

る質と量の相談が集中することになり、全体

として精神保健相談が機能しなくなるリスク

がある。このような例は新しく精神保健相談

窓口を創設する際に、しばしば見られる状況

だろう。 

 こうした二つの対照的なリスクに陥らない

で効果的な相談支援体制を構築するためには、

一旦相談を受けた窓口で本人のニーズを受け

止め、必要なメンタルヘルスニーズに気づき、

最低限の生活上のアセスメントを行うこと、

課題を適切な部門で対応しつつ、必要なメン

タルヘルスニーズに即した支援を保健福祉部

門で行うことなど、柔軟な役割分担と協力が
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できる組織体制と職員の資質育成が重要にな

ると考えられる。上記の対象市町村において

は、このような体制を可能にしていると推測

される。このような分析を深めつつ、多くの

市町村が参考にできる精神保健相談支援体制

の構築の道筋を示すことが可能になることが

大切であろう。 

 
③今後の課題 

今後の課題としては、精神保健福祉相談員

の養成については、本資料がどの程度活用さ

れるか、また本資料を用いた精神保健福祉相

談員講習会がどの程度開催されるか、参加し

た職員が何人ぐらいになるのか、またそれに

よって養成された専門職がどの程度精神保健

福祉相談員として任用されるかなど、資料の

活用状況と精神保健福祉相談員の養成・任用

の実態についても今後把握していく必要があ

る。そしてその要因が何かについても把握す

る必要がある。 

またそうした量的把握だけではなく、本講

習会が精神保健福祉相談員の資質向上、そし

てさらには自治体の精神保健の向上にどれく

らい寄与しているかの質的な把握も今後は課

題となるだろう。ただし、この点の把握方法

についても検討が必要である。 

昨年度も挙げたことであるが、本講習会の

みでは「にも包括」構築推進には限界がある。

「にも包括」全体像を考えながら、諸施策の

関連性を持たせながら、今後の施策立案を行

うことが不可欠であると言える。このような

「にも包括」の企画立案や運営を行うために

は、自治体における精神保健のリーダー的な

専門職の育成と配置が不可欠である。この点

については、好事例調査によるリーダーの機

能、その計画的養成や配置の方法、などにつ

いて、情報を得ていくことが必要になるだろ

う。 

また好事例調査についても、いろいろな自

治体でそれぞれの地域特性に応じた工夫を凝

らしていると推測される。こうした事例を丁

寧に集積して分析することで、より実装可能

な方法を提示することが可能になると考えら

れる。 

 
E.健康危険情報 

 特になし。 

 
F.研究発表 

1.論文発表 

 特になし。 

2.学会発表 

 特になし。 

 
G. 知的財産権の出願・登録状況 

1.特許取得 

特になし。 

2.実用新案登録 

 特になし。 

3.その他 

特になし。 
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